
ア　選挙区

北 区 7,641 4,567 273 － 91 12,572

都 島 区 5,372 3,576 264 － 50 9,262

福 島 区 3,934 2,322 166 － 23 6,445

此 花 区 4,149 2,328 434 － 9 6,920

中 央 区 4,184 2,511 145 － 54 6,894

西 区 4,030 2,381 121 － 40 6,572

港 区 5,456 2,336 288 － 29 8,109

大 正 区 4,735 3,422 495 － 21 8,673

天 王 寺 区 4,534 2,358 195 － 33 7,120

浪 速 区 3,524 1,545 259 － 42 5,370

西 淀 川 区 5,149 3,395 409 － 24 8,977

淀 川 区 8,265 3,934 410 － 84 12,693

東 淀 川 区 11,863 4,770 679 － 64 17,376

東 成 区 4,660 1,772 178 － 24 6,634

生 野 区 4,937 2,430 408 － 26 7,801

旭 区 6,621 3,124 328 － 24 10,097

城 東 区 10,623 4,785 439 － 70 15,917

鶴 見 区 7,859 4,238 494 － 35 12,626

阿 倍 野 区 5,779 3,987 232 － 58 10,056

住 之 江 区 12,374 4,996 635 － 41 18,046

住 吉 区 10,725 4,508 631 － 43 15,907

東 住 吉 区 8,132 4,050 512 － 41 12,735

平 野 区 13,492 6,933 1,045 － 39 21,509

西 成 区 8,554 3,947 1,016 － 26 13,543

計 166,592 84,215 10,056 － 991 261,854

計

(７)期日前投票事由別期日前投票者数  

区 名

職務若しくは業務又は総務
省令で定める用務に従事す
る者
（法４８条の２第１項第１
　号該当者）

（左記以外の）用務又は事
故のためその属する投票区
の区域外に旅行又は滞在す
る者
（同第２号該当者）

疾病、負傷、妊娠、老衰、身
体の障害のため若しくは産褥
にあるため歩行が困難である
者又は刑事施設、労役場、監
置場、少年院若しくは婦人補
導院に収容中の者
（同第３号該当者）

交通至難の島その他の地で
総務省令で定める地域に居
住又は滞在する者
（同第４号該当者）

自己の属する投票区のある
市区町村の区域外に居住す
る者
（同第５号該当者）



イ　比例代表

北 区 7,641 4,567 273 － 91 12,572

都 島 区 5,372 3,576 264 － 50 9,262

福 島 区 3,934 2,322 166 － 23 6,445

此 花 区 4,150 2,326 434 － 9 6,919

中 央 区 4,183 2,511 145 － 54 6,893

西 区 4,030 2,381 121 － 40 6,572

港 区 5,456 2,336 288 － 29 8,109

大 正 区 4,735 3,422 495 － 21 8,673

天 王 寺 区 4,537 2,357 195 － 33 7,122

浪 速 区 3,524 1,545 259 － 42 5,370

西 淀 川 区 5,149 3,395 409 － 24 8,977

淀 川 区 8,265 3,933 410 － 84 12,692

東 淀 川 区 11,861 4,770 679 － 64 17,374

東 成 区 4,659 1,772 177 － 24 6,632

生 野 区 4,937 2,430 408 － 26 7,801

旭 区 6,621 3,124 328 － 24 10,097

城 東 区 10,623 4,785 439 － 70 15,917

鶴 見 区 7,859 4,238 494 － 35 12,626

阿 倍 野 区 5,779 3,987 232 － 58 10,056

住 之 江 区 12,373 4,996 635 － 41 18,045

住 吉 区 10,726 4,508 631 － 43 15,908

東 住 吉 区 8,132 4,050 511 － 41 12,734

平 野 区 13,492 6,933 1,045 － 39 21,509

西 成 区 8,553 3,946 1,015 － 26 13,540

計 166,591 84,210 10,053 － 991 261,845

交通至難の島その他の地で
総務省令で定める地域に居
住又は滞在する者
（同第４号該当者）

自己の属する投票区のある
市区町村の区域外に居住す
る者
（同第５号該当者） 計区 名

職務若しくは業務又は総務
省令で定める用務に従事す
る者
（法４８条の２第１項第１
　号該当者）

（左記以外の）用務又は事
故のためその属する投票区
の区域外に旅行又は滞在す
る者
（同第２号該当者）

疾病、負傷、妊娠、老衰、身
体の障害のため若しくは産褥
にあるため歩行が困難である
者又は刑事施設、労役場、監
置場、少年院若しくは婦人補
導院に収容中の者
（同第３号該当者）


	期日前

